
食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
の
定
期
の
報
告
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
食
品
廃
棄
物
等
多
量
発
生
事
業
者
の
定
期
の
報
告
に
関
す
る
省
令（

平
成
十
九
年
財
務
省

厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

国
土
交
通
省

環
境
省
令
第
三
号）

、

、

、

、

、

（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分）

改

正

案

現

行

（
略
）

（
略
）

別
記
様
式
（
第
１
条
関
係
）

別
記
様
式
（
第
１
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

表
１
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
（
①
＝
⑥
＋
⑦
＋
⑧
＋
⑨
＋
⑩
）

表
１
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
（
①
＝
⑥
＋
⑦
＋
⑧
＋
⑨
＋
⑩
）

業
種

発
生
量
（
ｔ
）

業
種

発
生
量
（
ｔ
）

対
前
年
度
比
（
％
）

合
計

合
計

発
生
量
の
把
握
方
法

発
生
量
の
把
握
方
法

表
２
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
値
（
②
）

表
２
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
値
（
②
）

業
種

売
上
高
、
製
造
数
量
等

業
種

売
上
高
、
製
造
数
量
等

対
前
年
度
比
（
％
）

名
称

単
位

値
名
称

単
位

値

名
称

単
位

値
名
称

単
位

値

当
該
値
を
用
い
た
理
由

- 1 -
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前
年
度
よ
り
当
該
値

を
変
更
し
た
理
由

表
３
（
略
）

表
３
（
略
）

表
４
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
の
実
施
量
（
④
＝
（
⑤
－
③
）
×
②
）

表
４
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
の
実
施
量
（
④
＝
（
⑤
－
③
）
×
②
）

平
成
1
9
年
度
発
生
原
単

平
成
1
9
年
度
発
生
原
単
発
生
抑
制
の
実
施
量
対
前
年
度
比

業
種

位
発
生
抑
制
の
実
施
量
（
ｔ
）

業
種

位
（
ｔ
）

（
％
）

（
⑤
＝
平
成
1
9
年
度
の

（
④
）

（
⑤
＝
平
成
1
9
年
度
の

（
④
）

①
÷
平
成
1
9
年
度
の

①
÷
平
成
1
9
年
度
の

②
）

②
）

合
計

合
計

発
生
抑
制
の
具

体
的
な
取
組
内

容

表
５
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
の
実
施
量
（
⑥
）

表
５
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
の
実
施
量
（
⑥
）

業
種

特
定
肥
飼
料
等
の
種
類

再
生
利
用
の
実
施
量
（
ｔ
）

業
種

特
定
肥
飼
料
等
の
再
生
利
用
の
実
施
量
対
前
年
度
比

種
類

（
ｔ
）

（
％
）

小
計

小
計

- 2 -



小
計

小
計

合
計

合
計

総
計

総
計

再
生
利
用
の
実

施
量
の
把
握
方

法

表
６
都
道
府
県
別
の
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
及
び
再
生
利
用
の
実
施
量

表
６
食
品
循
環
資
源
の
熱
回
収
の
実
施
量
（
⑦
）

再
生
利
用
の
実
施
量
（
ｔ
）

業
種

熱
回
収
の
実
施
量
（
ｔ
）

対
前
年
度
比
（
％
）

業
種
都
道
府
発
生
量

県
名

（
ｔ
）
合
計
肥
料
飼
料
炭
化
油
脂
･
エ
タ
メ
タ

の
過
油
脂
ノ
ー
ン

程
を
製
品
ル

経
て

製
造

合
計

さ
れ

る
燃

熱
回
収
の
実
施
量
の

料
・

把
握
方
法

還
元

剤

小
計

- 3 -



小
計

合
計

表
７
食
品
循
環
資
源
の
熱
回
収
の
実
施
量
（
⑦
）

表
７
食
品
廃
棄
物
等
の
減
量
の
実
施
量
（
⑧
）

業
種

熱
回
収
の
実
施
量
（
ｔ
）

業
種

減
量
の
方
法

減
量
の
実
施
量
（
ｔ
）
対
前
年
度
比
（
％
）

合
計

小
計

小
計

合
計

総
計

表
８
食
品
廃
棄
物
等
の
減
量
の
実
施
量
（
⑧
）

表
８
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
以
外
の
実
施
量
（
⑨
）

業
種

減
量
の
実
施
量
（
ｔ
）

業
種

特
定
肥
飼
料
等
以
再
生
利
用
等
以
外
の
対
前
年
度
比
（
％
）

外
の
製
品
の
種
類
実
施
量
（
ｔ
）
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合
計

小
計

小
計

合
計

総
計

再
生
利
用
等
以

外
の
実
施
量
の

把
握
方
法

表
９
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
以
外
の
実
施
量
（
⑨
）

表
９
食
品
廃
棄
物
等
の
廃
棄
物
と
し
て
の
処
分
の
実
施
量
（
⑩
）

業
種

特
定
肥
飼
料
等
以
外
の
再
生
利
用
等
以
外
の
実
施
量

業
種

廃
棄
物
と
し
て
の
処
分
の
実
施
量
対
前
年
度
比
（
％
）

製
品
の
種
類

（
ｔ
）

（
ｔ
）

小
計

合
計

廃
棄
物
と
し
て
の
処

分
の
実
施
量
の
把
握

方
法

小
計
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合
計

総
計

表
1
0
食
品
廃
棄
物
等
の
廃
棄
物
と
し
て
の
処
分
の
実
施
量
（
⑩
）

表
1
0
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
実
施
率
（
（
④
＋
⑥
＋
⑦
×
0
.
9
5
＋
⑧
）

÷
（
①
＋
④
）
×
1
00
（
％
）
）

業
種

廃
棄
物
と
し
て
の
処
分
の
実
施
量
（
ｔ
）

基
準
実
施
率
（
％
）

平
成
1
9
年
度
平
成
20年
度
平
成
21年
度
平
成
22年
度
平
成
23年
度
平
成
24年
度

合
計

当
年
度
の
再
生
利
再
生
利
用
等
の
実
施
率
（
％
）

対
前
年
度
比
（
％
）

用
等
の
実
施
率

業
種

再
生
利
用
等
の
実
施
率
（
％
）

対
前
年
度
比
（
％
）

再
生
利
用
等
の
実

施
率
が
基
準
実
施

率
を
下
回
っ
た
理

由

表
1
1
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
実
施
率
（
（
④
＋
⑥
＋
⑦
×
0
.
9
5
＋
⑧
）
表
1
1
平
成
1
9
年
度
以
降
の
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
及
び
食
品
循
環
資
源
の
再
生

÷
（
①
＋
④
）
×
1
0
0
（
％
）
）

利
用
等
の
変
化
状
況

基
準
実
施
率
（
％
）

平
成
1
9
平
成
2
0
平
成
2
1
平
成
2
2
平
成
2
3
平
成
2
4

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

平
成
1
9
年
度
平
成
27年
度
平
成
28年
度
平
成
29年
度
平
成
30年
度
平
成
31年
度

食
品
廃
棄
物
等
の

発
生
量
（
ｔ
）

- 6 -



対
前
年
度
比
（
％
）

当
年
度
の
再
生
利
用
等
の
実
施

再
生
利
用
等
の
実
施
率
（
％
）

率
食
品
廃
棄
物
等
の

発
生
原
単
位

業
種

再
生
利
用
等
の
実
施
率
（
％
）

対
前
年
度
比
（
％
）

食
品
廃
棄
物
等
の

発
生
抑
制
の
実
施

量
（
ｔ
）

再
生
利
用
等
の
実
施
率
が
基
準

対
前
年
度
比
（
％
）

実
施
率
を
下
回
っ
た
理
由

食
品
循
環
資
源
の

再
生
利
用
の
実
施

量
（
ｔ
）

対
前
年
度
比
（
％
）

食
品
循
環
資
源
の

熱
回
収
の
実
施
量

（
ｔ
）

対
前
年
度
比
（
％
)

食
品
廃
棄
物
等
の

減
量
の
実
施
量

（
ｔ
）

対
前
年
度
比
（
％
）

食
品
循
環
資
源
の

再
生
利
用
等
以
外

の
実
施
量
（
ｔ
）

対
前
年
度
比
（
％
）
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食
品
廃
棄
物
等
の

廃
棄
物
と
し
て
の

処
分
の
実
施
量

（
ｔ
）

対
前
年
度
比
（
％
）

食
品
循
環
資
源
の

再
生
利
用
等
の
実

施
率
（
％
）

対
前
年
度
比
（
％
）

表
1
2
再
生
利
用
の
委
託
先
又
は
食
品
循
環
資
源
の
譲
渡
先
の
業
者

表
1
2
特
定
肥
飼
料
等
の
製
造
量
（
再
生
利
用
の
委
託
先
又
は
食
品
循
環
資
源
の
譲

渡
先
に
お
け
る
製
造
量
を
含
む
。
）

委
託
先
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代

業
種

特
定
肥
飼
料
等
の
種
類

製
造
量

単
位

又
は
譲
表
者
氏
名
）

渡
先
の

業
者

住
所

再
生
利
用
の
実
施
量
（
ｔ
）

小
計

特
定
肥
飼
料
等
の
種
類

委
託
先
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代

又
は
譲
表
者
氏
名
）

渡
先
の

業
者

住
所

小
計

再
生
利
用
の
実
施
量
（
ｔ
）

合
計

特
定
肥
飼
料
等
の
種
類
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総
計

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代

委
託
先
表
者
氏
名
）

又
は
譲

渡
先
の
住
所

業
者

再
生
利
用
の
実
施
量
（
ｔ
）

特
定
肥
飼
料
等
の
種
類

製
造
量

単
位

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代

委
託
先
表
者
氏
名
）

又
は
譲

渡
先
の
住
所

業
者

再
生
利
用
の
実
施
量
（
ｔ
）

特
定
肥
飼
料
等
の
種
類

製
造
量

単
位

表
1
3
（
略
）

表
1
3
（
略
）

表
1
4
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
の
遵
守
状
況

表
1
4
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
の
遵
守
状
況

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

再
生
利
用
に
係
る
特
定
肥
飼
料
等
の
製
造
の
基
準

再
生
利
用
に
係
る
特
定
肥
飼
料
等
の
製
造
の
基
準

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

飼
料
の
製
造
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
製
造
す
る
飼
料
に
つ

飼
料
の
製
造
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
製
造
す
る
飼
料
に
つ
い

い
て
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す

て
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法

- 9 -



る
法
律
及
び
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関

律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
準
及
び

す
る
法
律
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
定
め
ら

規
格
に
適
合
さ
せ
る
こ
と

れ
た
基
準
及
び
規
格
に
適
合
さ
せ
る
こ
と

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

表
1
5
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
の
た
め
の
先
進
的
な
取
組

表
1
5
そ
の
他
の
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
の
た
め
に
実
施
し
た
取
組

（
略
）

（
略
）

表
1
6
（
略
）

表
1
6
（
略
）

［
備
考
］

［
備
考
］

１
～
７
（
略
）

１
～
７
（
略
）

８
表
２
に
お
い
て
、
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
値
と
し
て
、
８
表
２
に
お
い
て
、
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
値
と
し
て
、

「
売
上
高
」
、
「
製
造
数
量
」
又
は
「
そ
の
他
の
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接

「
売
上
高
」
、
「
製
造
数
量
」
又
は
「
そ
の
他
の
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接

な
関
係
を
も
つ
値
」
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
、
最
も
適
切
な
値
を
選
択
し
、
そ
の

な
関
係
を
も
つ
値
」
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
、
最
も
適
切
な
値
を
選
択
し
、
そ
の

名
称
、
単
位
及
び
数
値
を
記
入
す
る
こ
と
。

名
称
、
単
位
及
び
数
値
を
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
「
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
値
」
を
前
年
度
よ

な
お
、
「
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
値
」
を
前
年
度
よ
り

り
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
変
更
後
の
「
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接

変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
変
更
後
の
「
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な

な
関
係
を
も
つ
値
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
9
年
度
以
前
（
平
成
2
0
年
度
以
降
に
新

関
係
を
も
つ
値
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
9
年
度
以
前
（
平
成
2
0
年
度
以
降
に
新
た

た
に
食
品
関
連
事
業
者
の
事
業
を
開
始
し
た
場
合
又
は
食
品
関
連
事
業
者
が
合

に
食
品
関
連
事
業
者
の
事
業
を
開
始
し
た
場
合
又
は
食
品
関
連
事
業
者
が
合
併
、

併
、
分
割
、
相
続
若
し
く
は
譲
渡
に
よ
り
他
の
食
品
関
連
事
業
者
か
ら
当
該
事
業

分
割
、
相
続
若
し
く
は
譲
渡
に
よ
り
他
の
食
品
関
連
事
業
者
か
ら
当
該
事
業
者
の

者
の
事
業
を
継
承
し
た
場
合
に
は
、
当
該
事
業
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
年
度
又

事
業
を
継
承
し
た
場
合
に
は
、
当
該
事
業
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
年
度
又
は
合

は
合
併
、
分
割
、
相
続
若
し
く
は
譲
渡
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
）
よ
り
そ
の

併
、
分
割
、
相
続
若
し
く
は
譲
渡
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
）
よ
り
そ
の
数
値

数
値
を
把
握
し
て
い
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
表
３
の
対
前
年
度
比
及
び
表
1
1

を
把
握
し
て
い
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
表
２
か
ら
表
４
ま
で
の
対
前
年
度
比
、

の
基
準
実
施
率
の
数
値
は
、
変
更
後
の
「
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な
関

表
1
0
の
基
準
実
施
率
及
び
対
前
年
度
比
並
び
に
表
1
1
の
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
原

係
を
も
つ
値
」
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
数
値
を
記
入
す
る
こ
と
。

単
位
、
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
の
実
施
量
及
び
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用

等
の
実
施
率
の
数
値
は
、
変
更
後
の
「
食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
と
密
接
な
関
係

を
も
つ
値
」
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
数
値
を
記
入
す
る
こ
と
。

９
～
1
1
（
略
）

９
～
1
1
（
略
）

1
2
表
９
の
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
以
外
の
実
施
量
に
つ
い
て
は
、
事
業
活
1
2
表
８
の
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
以
外
の
実
施
量
に
つ
い
て
は
、
事
業
活

動
に
伴
い
生
じ
た
食
品
廃
棄
物
等
の
う
ち
、
特
定
肥
飼
料
等
以
外
の
製
品
の
原
材

動
に
伴
い
生
じ
た
食
品
廃
棄
物
等
の
う
ち
、
特
定
肥
飼
料
等
以
外
の
製
品
の
原
材

料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
食
品
循
環
資
源
の
量
及
び
特
定
肥
飼
料
等
以
外
の
製
品
の

料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
食
品
循
環
資
源
の
量
及
び
特
定
肥
飼
料
等
以
外
の
製
品
の

原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
譲
渡
さ
れ
た
食
品
循
環
資
源
の
量
の
合
計
量
を

原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
譲
渡
さ
れ
た
食
品
循
環
資
源
の
量
の
合
計
量
を
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記
入
す
る
こ
と
。

記
入
す
る
こ
と
。

1
3
表
1
1
の
「
基
準
実
施
率
（
％
）
」
の
欄
に
は
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
1
3
表
1
0
の
「
基
準
実
施
率
（
％
）
」
の
欄
に
は
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等

の
促
進
に
関
す
る
食
品
関
連
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る

の
促
進
に
関
す
る
食
品
関
連
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る

省
令
（
平
成
1
3
年
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土

省
令
（
平
成
1
3
年
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土

交
通
省
・
環
境
省
令
第
４
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
基
準
実
施
率
を
記
入
す
る
こ

交
通
省
・
環
境
省
令
第
４
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
基
準
実
施
率
を
記
入
す
る
こ

と
。

と
。

（
削
る
。
）

な
お
、
平
成
2
5
年
度
以
降
の
基
準
実
施
率
に
つ
い
て
は
、
「
平
成
2
4
年
度
」
の

欄
の
右
に
順
次
、
欄
を
追
加
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

ま
た
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
実
施
率
が
基
準
実
施
率
を
下
回
っ
た

ま
た
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
実
施
率
が
基
準
実
施
率
を
下
回
っ
た

場
合
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。

場
合
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。

（
削
る
。
）

1
4
表
1
1
に
お
い
て
、
平
成
2
5
年
度
以
降
に
つ
い
て
は
、
「
平
成
2
4
年
度
」
の
欄
の

右
に
順
次
、
欄
を
追
加
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

1
4
表
1
4
の
「
遵
守
状
況
」
の
欄
に
は
、
「
適
」
、
「
不
適
」
又
は
「
該
当
し
な
い
」
1
5
表
1
4
の
「
遵
守
状
況
」
の
欄
に
は
、
「
適
」
、
「
不
適
」
又
は
「
該
当
し
な
い
」

の
い
ず
れ
か
を
記
入
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
を
記
入
す
る
こ
と
。

1
5
表
1
6
に
お
い
て
、
当
該
定
期
報
告
の
内
容
の
う
ち
事
業
者
名
、
表
３
の
発
生
原
1
6
表
1
6
に
お
い
て
、
当
該
定
期
報
告
の
内
容
の
う
ち
事
業
者
名
、
表
３
の
発
生
原

単
位
、
表
1
1
の
当
年
度
の
再
生
利
用
等
の
実
施
率
及
び
表
1
5
の
取
組
内
容
を
国
が

単
位
、
表
1
0
の
当
年
度
の
再
生
利
用
等
の
実
施
率
及
び
表
1
5
の
取
組
内
容
を
国
が

公
表
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
「
有
」
を
、
同
意
し
な
い
場
合
に

公
表
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
「
有
」
を
、
同
意
し
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
「
無
」
を
記
入
す
る
こ
と
。

あ
っ
て
は
「
無
」
を
記
入
す
る
こ
と
。
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